
原子力災害対策特別措置法に基づく指示の新旧対照表 
 

〈令和８年６月８日付けで変更となった箇所〉（抜粋） 

変更後 変更前 

１～３１．略 

 

３２．福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川

市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、

桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三

春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代

町、会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪

江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎

村、中島村、鮫川村、（削除） 、川内村、葛尾村及び飯舘村にお

いて採取されたきのこ類（野生のものに限る。）について、当分

の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき

管理されるまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ、くりたけ及

びまいたけについては、この限りではない。 

 

３３～３４．略 

 

３５．福島県北塩原村において採取されたきのこ類（野生のものに

限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、くりたけ並びに貴

県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけ、なめこ、

ならたけ、むきたけ及びまいたけについては、この限りではない。  

 

３６．福島県西会津町において採取されたきのこ類（野生のものに

１～３１．略 

 

３２．福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川

市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、

桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三

春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代

町、会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪

江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎

村、中島村、鮫川村、北塩原村、川内村、葛尾村及び飯舘村にお

いて採取されたきのこ類（野生のものに限る。）について、当分

の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき

管理されるまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ、くりたけ及

びまいたけについては、この限りではない。 

 

３３～３４．略 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

３５．福島県西会津町において採取されたきのこ類（野生のものに



限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治

体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、まいたけ、な

めこ、むきたけ、くりたけ、ならたけ並びに貴県の定める出荷・

検査方針に基づき管理されるまつたけ（削除） については、こ

の限りではない。 
 

３７．福島県会津美里町（以下略） 

 

３８．福島県只見町（以下略） 

 

３９～７３．（番号修正、以下同様）略 

限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体

の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、まいたけ、なめ

こ、むきたけ、くりたけ（追加）   並びに貴県の定める出荷・

検査方針に基づき管理されるまつたけ及びならたけについては、こ

の限りではない。 

 

３６．福島県会津美里町（以下略） 
 
３７．福島県只見町（以下略） 
 
３８～７２．略 

 



 

指 示 

 
令和８ 年６ 月８ 日 

 

 

福島県知事 

内堀 雅雄 殿 

 

原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 

 高市 早苗 

 

 

貴県に対する 、 原子力災害対策特別措置法（ 平成１ １ 年法律第１ ５ ６ 号） 第２

０ 条第２ 項に基づく 令和８ 年３ 月２ ７ 日付け指示は、 下記のと おり 変更する 。  

 

記 

 

１ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

非結球性葉菜類について、 当分の間、 摂取及び出荷を 差し 控える よ う 、関係自

治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

２ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難



 

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

結球性葉菜類について、当分の間、 摂取及び出荷を差し 控える よ う 、 関係自治

体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

３ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

アブラ ナ科の花蕾類について、 当分の間、 摂取及び出荷を 差し 控える よ う 、 関

係自治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特



 

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

カブについて、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事

業者等に要請する こ と 。  

 

５ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたう めについて、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたゆずについて、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたく り について、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

８ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたキウ イ フ ルーツ について、 当分の間、 出荷

を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

９ ． 福島県福島市（ 旧福島市及び旧小国村の区域に限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村

の区域に限る 。） 及び伊達市（ 旧堰本村、 旧柱沢村、 旧富成村、 旧掛田町、 旧

小国村及び旧月舘町の区域に限る 。） において産出さ れた平成２ ３ 年産の米に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。  

 

１ ０ ． 福島県広野町、 楢葉町（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル

圏内の区域を除く 。）、川内村（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート

ル圏内の区域を 除く 。）、 田村市（ 都路町、 船引町横道、 船引町中山字小塚及び



 

字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署２ ５ １ 林

班の一部、２ ５ ２ 林班、 ２ ５ ３ 林班の一部、２ ５ ８ 林班から ２ ７ ０ 林班ま で、

２ ８ ３ 林班から ３ ０ ０ 林班ま で及び３ ０ １ 林班から ３ ０ ３ 林班ま での一部の

区域のう ち福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域を 除

く 。）、南相馬市（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域、

福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル以上３ ０ キロ メ ート ル圏内

の区域のう ち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、 原

町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、

原町区馬場字薬師岳、 原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内

国有林磐城森林管理署２ ０ ０ ４ 林班から ２ ０ ８ ７ 林班ま で、 ２ ０ ８ ８ 林班の

一部、２ ０ ８ ９ 林班から ２ ０ ９ １ 林班ま で、２ ０ ９ ５ 林班から ２ ０ ９ ９ 林班ま

で及び２ １ ３ ０ 林班の区域を除く 。）、 福島市（ 旧福島市（ 渡利、 小倉寺及び南

向台を除く 。）、 旧平田村、 旧庭塚村、 旧野田村、 旧余目村、 旧下川崎村、 旧松

川町、 旧金谷川村、 旧水原村及び旧立子山村の区域に限る 。）、 伊達市（ 旧月舘

町（ 月舘町月舘（ 関ノ 下、 松橋川原、 川向及び舘ノ 腰に限る 。） 及び月舘町御

代田（ 北、 東、 西及び新堀ノ 内に限る 。） に限る 。）、 旧掛田町（ 霊山町山野川

に限る 。）、 旧柱沢村（ 保原町所沢（ 明夫内田、 久保田、 田仲内、 西郡山、 菅ノ

町、 河原田、 東深町、 西深町及び東田に限る 。） 及び保原町柱田（ 挟田、 平、

宮ノ 内、 前田、 稲荷妻、 砂子下及び根岸に限る 。） に限る 。）、 旧堰本村（ 梁川

町大関（ 寺脇、 清水、 清水沢、 松平、 久保、 棚塚、 里ク キ、 山ノ 口、 宝木沢、

笠石及び上ノ 台を除く 。）、 梁川町新田及び梁川町細谷に限る 。）、 旧石戸村、 旧

上保原村、 旧霊山村、 旧小手村及び旧富野村（ 梁川町八幡に限る 。） の区域に

限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村（ 渋川及び米沢に限る 。）、 旧岳下村、 旧小浜町、

旧塩沢村、 旧木幡村、 旧戸沢村、 旧石井村、 旧新殿村、 旧太田村（ 岩代町） 及

び旧太田村（ 東和町） の区域に限る 。）、 本宮市（ 旧白岩村、 旧和木沢村（ 白沢

村） 及び旧本宮町の区域に限る 。）、 桑折町（ 旧半田村及び旧睦合村の区域に限

る 。）、 国見町（ 旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る 。）、 郡山市（ 旧富久山町

の区域に限る 。）、 須賀川市（ 旧西袋村の区域に限る 。）、 いわき 市（ 旧山田村の

区域に限る 。）、 川俣町（ 旧飯坂村の区域に限る 。）、 三春町（ 旧沢石村の区域に

限る 。） 及び大玉村（ 旧玉井村の区域に限る 。） において産出さ れた平成２ ４ 年

産の米について、当分の間、出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。ただし 、貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる

平成２ ４ 年産の米については、 こ の限り でない。  

 

１ １ ． 福島県福島市（ 旧福島市、 旧小国村、 旧立子山村、 旧松川町、 旧水原村、

旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る 。）、郡山市（ 旧富久山町の区域に限る 。）、



 

いわき 市（ 旧山田村の区域に限る 。）、 須賀川市（ 旧西袋村の区域に限る 。）、 相

馬市（ 旧玉野村の区域に限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村の区域に限る 。）、 田村市

（ 都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、

常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署２ ５ １ 林班の一部、 ２ ５ ２ 林班、

２ ５ ３ 林班の一部、２ ５ ８ 林班から ２ ７ ０ 林班ま で、２ ８ ３ 林班から ３ ０ ０ 林

班ま で及び３ ０ １ 林班から ３ ０ ３ 林班ま での一部の区域に限る 。）、 南相馬市

（ 小高区、 原町区（ 片倉（ 字行津の区域に限る 。）、 馬場（ 字五台山、 字横川及

び字薬師岳の区域に限る 。）、 高倉（ 字助常、 字吹屋峠、 字七曲、 字森及び字枯

木森の区域に限る 。）、 雫（ 字袖原の区域に限る 。）、 小浜（ 字間形沢を 除く 区域

に限る 。）、 下江井、 小沢、 堤谷、 江井、 米々沢、 小木廹、 鶴谷、 大甕（ 字田堤、

字森合、 字森合東及び字観音前の区域に限る 。）、 高（ 字町田、 字北ノ 内、 字山

梨、 字高田、 字北川原、 字権現壇、 字原、 字鍛冶内、 字舘ノ 内、 字弥勒堂、 字

薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る 。）

及び大原（ 字和田城の区域に限る 。） の区域に限る 。） 並びに市内国有林磐城森

林管理署２ ０ ０ ４ 林班から ２ ０ ８ ７ 林班ま で、２ ０ ８ ８ 林班の一部、２ ０ ８ ９

林班から ２ １ ０ ２ 林班ま で、 ２ １ ０ ４ 林班から ２ １ ０ ９ 林班ま で及び２ １ ３

０ 林班を 除く 区域に限る 。）、 伊達市（ 旧堰本村、 旧柱沢村、 旧富成村、 旧掛田

町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る 。）、本宮市（ 旧白岩村の区域に限る 。）、

川俣町（ 山木屋並びに町内国有林福島森林管理署１ ６ １ 林班から １ ６ ５ 林班

ま で及び１ ６ ７ 林班の区域に限る 。）、 大玉村（ 旧玉井村の区域に限る 。）、広野

町、 楢葉町、 川内村及び飯舘村（ 長泥並びに村内国有林磐城森林管理署２ ３ ０

４ 林班、 ２ ３ ０ ５ 林班及び２ ３ １ ０ 林班から ２ ３ １ ２ 林班ま でを 除く 区域に

限る 。） において産出さ れる ２ ５ 年産の米について、 貴県の定める 管理計画に

基づき 管理する こ と と し 、 同管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ２ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域を 除く 区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け指示によ り 設定

さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、楢葉町、富岡町（ 平

成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限

る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成２ ４ 年３ 月３

０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限

る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を



 

除く 区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ

れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ６ 年産の米につ

いて、貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を差し 控える よ う 、関係自

治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ３ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 楢

葉町、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を

除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７

日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成

２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除

準備区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰

還困難区域を除く 区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ７

年産の米について、 貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 楢

葉町、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を

除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７

日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成

２ ６ 年９ 月１ ２ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解除準備区域に限る 。）、

葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く

区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ８ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ５ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制



 

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 富

岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区

域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設

定さ れた帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成２ ６ 年

９ 月１ ２ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解除準備区域に限る 。）、 葛尾

村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域

に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ９ 年産の米について、 貴

県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の

長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ６ ．福島県川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区

域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １

月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、 双葉

町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域

に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ３ ０ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ７ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ３ １ 年産の米に

ついて、貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、関係

自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ８ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 令和２ 年３ 月５ 日に立入規制が緩和さ れた区域を除く 。） を 除く 区域

に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる 令和２ 年産の米について、 貴県の

定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及

び関係事業者等に要請する こ と 。  



 

 

１ ９ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を除く 。）

を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を

除く 。） を 除く 区域に限る 。）、 葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特

定復興再生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和３ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ０ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。）

を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を

除く 。） を 除く 区域に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和４ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ １ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示

解除準備区域及び平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区

域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） を

除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和５ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ２ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示



 

解除準備区域及び平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区

域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） を

除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和６ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ３ ．福島県双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解

除準備区域及び平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域

に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域

に限る 。） において産出さ れる 令和７ 年産及び令和８ 年産の米について、 貴県

の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長

及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域に限る 。）、 大熊町、 双葉町、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日

付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた原乳に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。  

 

２ ５ ．福島県飯舘村において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 摂取を 差し 控える よ う 、 関係自

治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

２ ６ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 南相馬市、 田村市（ 福島第一

原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域に限る 。）、川俣町、浪江町、

双葉町、 大熊町、 富岡町、 楢葉町、 広野町、 飯舘村、 葛尾村及び川内村（ 東京

電力株式会社福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域に

限る 。） において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を用いて栽培さ れた



 

も のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長

及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ７ ．福島県相馬市において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を

差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、

貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる し いたけについては、 こ の限り で

はない。  

 

２ ８ ．福島県伊達市において産出さ れたし いたけ（ 施設において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を

差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、

貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる し いたけについては、 こ の限り で

はない。  

 

２ ９ ．福島県川俣町において産出さ れたし いたけ（ 施設において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自

治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

３ ０ ．福島県相馬市及びいわき 市において産出さ れたなめこ（ 露地において原木

を 用いて栽培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

３ １ ． 福島県南相馬市、いわき 市及び棚倉町において採取さ れたき のこ 類（ 野生

のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係自治体の

長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。 ただし 、 貴県の定める 出荷・ 検査

方針に基づき 管理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 むき たけ、 く り たけ及

びま いたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ２ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 喜多方市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 国見町、 川俣町、

鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、

塙町、 磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 広野町、 楢葉町、 富岡町、 大熊町、 双

葉町、 浪江町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 玉川村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、

中島村、 鮫川村、 川内村、 葛尾村及び飯舘村において採取さ れたき のこ 類（ 野

生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体



 

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、 貴県の定める 出荷・ 検査方針

に基づき 管理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 むき たけ、 く り たけ及びま

いたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ３ ． 福島県会津若松市において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。） に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。 ただし 、 むき たけ、 く り たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査

方針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なめこ 、なら たけ及びま いたけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ４ ． 福島県下郷町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要

請する こ と 。ただし 、むき たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方針に基づき 管

理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 く り たけ及びま いたけについては、 こ

の限り ではない。  

 

３ ５ ． 福島県北塩原村において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につ

いて、当分の間、出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。 ただし 、 く り たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方針に基づき

管理さ れる ま つたけ、なめこ 、 なら たけ、 むき たけ及びま いたけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ６ ． 福島県西会津町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につ

いて、当分の間、出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。 ただし 、 ま いたけ、 なめこ 、 むき たけ、 く り たけ、 なら たけ並

びに貴県の定める 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる ま つたけについては、こ

の限り ではない。  

 

３ ７ ． 福島県会津美里町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。 ただし 、 なめこ 、 むき たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方

針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なら たけ、く り たけ及びま いたけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ８ ． 福島県只見町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要



 

請する こ と 。ただし 、なら たけ、ぶなはり たけ、なめこ 、むき たけ、く り たけ、

ま いたけ及びま つたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ９ ． 福島県柳津町及び三島町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限

る 。 ） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 ま いたけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方

針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なめこ 、 なら たけ、 むき たけ及びく り たけに

ついては、 こ の限り ではない。  

 

４ ０ ． 福島県昭和村において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要

請する こ と 。 ただし 、 むき たけ、 ま いたけ、 く り たけ、 なめこ 並びに貴県の定

める 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる ま つたけ及びなら たけについては、こ

の限り ではない。  

 

４ １ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 川俣町、 三春町、 広野町、 楢

葉町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 西郷村、 川内村及び葛尾村において産出さ れ

たたけのこ について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及

び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ２ ．福島県伊達市において産出さ れたわさ び（ 畑において栽培さ れたも のに限

る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 貴県の定める 管

理計画に基づき 管理さ れる わさ びについては、 こ の限り ではない。  

 

４ ３ ． 福島県川俣町（ 山木屋の区域に限る 。） において産出さ れたわさ び（ 畑に

おいて栽培さ れたも のに限る 。）について、当分の間、出荷を差し 控える よ う 、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ４ ． 福島県須賀川市、 相馬市、 広野町、 楢葉町及び葛尾村において産出さ れた

う ど（ 野生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関

係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ５ ． 福島県国見町において産出さ れたう わばみそう （ 野生のも のに限る 。 ） に

ついて、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者



 

等に要請する こ と 。  

 
４ ６ ． 福島県伊達市、 郡山市、 相馬市、 桑折町、 国見町、 川俣町、 三春町、 広野

町、 楢葉町及び葛尾村において産出さ れたく さ そてつについて、 当分の間、

出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ７ ． 福島県福島市、 二本松市、 南相馬市及び大玉村において産出さ れたく さ そ

てつ（ 野生のも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関

係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ８ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 会津若松市、 喜多方市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 国見

町、 川俣町、 鏡石町、 石川町、 浅川町、 古殿町、 三春町、 小野町、 矢吹町、 棚

倉町、 矢祭町、 塙町、 磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 柳津町、 三島町、 金山

町、 会津美里町、 下郷町、 南会津町、 広野町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 玉川

村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、 中島村、 鮫川村、 北塩原村、 昭和村、 川内村及

び葛尾村において産出さ れたこ し あぶら について、 当分の間、 出荷を 差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ９ ．福島県西会津町及び只見町において産出さ れたこ し あぶら（ 野生のも のに

限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関

係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ０ ． 福島県二本松市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、 相馬市、 南相馬市、 いわき

市、 川俣町、 楢葉町、 川内村及び葛尾村において産出さ れたぜんま いについ

て、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。  

 

５ １ ． 福島県広野町及び大玉村において産出さ れたぜんま い（ 野生のも のに限

る 。） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ２ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 川俣町、 鏡石町、 古殿町、 塙

町、猪苗代町、広野町、新地町、大玉村、北塩原村、西郷村、泉崎村、鮫川村、

川内村及び葛尾村において産出さ れたたら のめ（ 野生のも のに限る 。） につい



 

て、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。  

 
５ ３ ． 福島県葛尾村において産出さ れたふき について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 
５ ４ ． 福島県楢葉町において産出さ れたふき（ 野生のも のに限る 。 ） について、

当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請

する こ と 。  

 
５ ５ ． 福島県福島市、 伊達市、 本宮市、 相馬市、 南相馬市、 桑折町、 国見町、 広

野町、楢葉町及び葛尾村において産出さ れたふき のと う（ 野生のも のに限る 。）

について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業

者等に要請する こ と 。  

 

５ ６ ． 福島県南相馬市、 川俣町、 楢葉町、 鮫川村及び葛尾村において産出さ れた

わら びについて、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関

係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ７ ． 福島県福島市、 二本松市、 いわき 市、 伊達市及び広野町において産出さ れ

たわら び（ 野生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ８ ． 真野川（ 支流を含む。） 及び新田川（ 支流を 含む。） において採捕さ れたあ

ゆ（ 養殖によ り 生産さ れたも のを 除く 。） について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ９ ． 福島県内の阿武隈川のう ち信夫ダムの下流（ 支流を 含む。 ） において採捕

さ れたいわな（ 養殖によ り 生産さ れたも のを 除く 。） について、 当分の間、 出

荷を 差し 控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ０ ． 真野川（ 支流を含む。 ） において採捕さ れたう ぐ いについて、 当分の間、

出荷を差し 控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ １ ． 真野川（ 支流を 含む。） において採捕さ れたふな（ 養殖によ り 生産さ れた

も のを除く 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係事業者等に



 

要請する こ と 。  

 

６ ２ ． 新田川（ 支流を含む。 ） において採捕さ れたやま め（ 養殖によ り 生産さ れ

たも のを 除く 。 ） について、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係事業者及

び住民等に要請する こ と 。  

 

６ ３ ．太田川（ 支流を含む。） 、新田川（ 支流を含む。） 、真野川（ 支流を 含む。）

並びに福島県内の阿武隈川（ 支流を 含む。 ） において採捕さ れたやま め（ 養殖

によ り 生産さ れたも のを除く 。）について、当分の間、出荷を差し 控える よ う 、

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域に限る 。） において飼養さ れている 牛について、 当分の間、 県外への移

動（ １ ２ 月齢未満の牛を 除く 。 ） 及びと 畜場への出荷を 差し 控える よ う 、 関係

事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ５ ．福島県富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰

還困難区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り

設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において飼養さ れている 牛について、 当分

の間、 県外への移動（ １ ２ 月齢未満の牛を除く 。 ） 及びと 畜場への出荷を 差し

控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 富岡町（ 平成30年３ 月９

日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 大熊町（ 平成

29年11月10日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 双

葉町（ 平成29年９ 月15日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。 ） 、 浪江町（ 平成29年12月22日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生

拠点区域に限る 。 ） 、 葛尾村（ 平成30年５ 月11日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 飯舘村（ 平成30年４ 月20日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。） において貴県の定める 出荷・ 検査方

針に基づき 管理さ れる 牛については、 こ の限り ではない。  

 

６ ６ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 相馬市、 南相馬市、 桑折町、

国見町、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、



 

大玉村、 川内村、 葛尾村及び飯舘村において捕獲さ れたいのし し の肉につい

て、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係自治体の長、 関係事業者及び住民

等に要請する こ と 。  

 

６ ７ ． 貴県において捕獲さ れたいのし し の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ８ ． 貴県において捕獲さ れたかる がも の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ９ ． 貴県において捕獲さ れたき じ の肉について、 当分の間、出荷を差し 控える

よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ０ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 会津若松市、 喜多方市、 桑折町、 国見町、 川俣町、 鏡石町、 石川町、

浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、

磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 柳津町、 三島町、 金山町、 会津美里町、 下郷

町、 只見町、 南会津町、 大玉村、 天栄村、 玉川村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、

中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲さ れた

く ま の肉について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ １ ． 貴県において捕獲さ れたのう さ ぎの肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ２ ． 貴県において捕獲さ れたやま ど り の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ３ ． 貴県において捕獲さ れたし かの肉について、 当分の間、出荷を差し 控える

よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、貴県の定め

る 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる し かの肉については、こ の限り ではない。 



 

 

指 示 

 
令和８ 年３ 月２ ７ 日 

 

 

福島県知事 

内堀 雅雄 殿 

 

原子力災害対策本部長 

         内閣総理大臣 

 高市 早苗 

 

 

貴県に対する 、 原子力災害対策特別措置法（ 平成１ １ 年法律第１ ５ ６ 号） 第２

０ 条第２ 項に基づく 令和８ 年３ 月１ ８ 日付け指示は、 下記のと おり 変更する 。  

 

記 

 

１ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

非結球性葉菜類について、 当分の間、 摂取及び出荷を 差し 控える よ う 、関係自

治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

２ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

（ 参考）  



 

 

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

結球性葉菜類について、当分の間、 摂取及び出荷を差し 控える よ う 、 関係自治

体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

３ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

アブラ ナ科の花蕾類について、 当分の間、 摂取及び出荷を 差し 控える よ う 、 関

係自治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区

域を 除く 。） に限る 。）、 大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日付け認定によ り 設定さ れた特



 

 

定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指

示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定

復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。）、 葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月

７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定

さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月

１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた

カブについて、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事

業者等に要請する こ と 。  

 

５ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたう めについて、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたゆずについて、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたく り について、 当分の間、 出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

８ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域に限る 。） において産出さ れたキウ イ フ ルーツ について、 当分の間、 出荷

を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

９ ． 福島県福島市（ 旧福島市及び旧小国村の区域に限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村

の区域に限る 。） 及び伊達市（ 旧堰本村、 旧柱沢村、 旧富成村、 旧掛田町、 旧

小国村及び旧月舘町の区域に限る 。） において産出さ れた平成２ ３ 年産の米に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。  

 

１ ０ ． 福島県広野町、 楢葉町（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル

圏内の区域を除く 。）、川内村（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート

ル圏内の区域を 除く 。）、 田村市（ 都路町、 船引町横道、 船引町中山字小塚及び



 

 

字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署２ ５ １ 林

班の一部、２ ５ ２ 林班、 ２ ５ ３ 林班の一部、２ ５ ８ 林班から ２ ７ ０ 林班ま で、

２ ８ ３ 林班から ３ ０ ０ 林班ま で及び３ ０ １ 林班から ３ ０ ３ 林班ま での一部の

区域のう ち福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域を 除

く 。）、南相馬市（ 福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域、

福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル以上３ ０ キロ メ ート ル圏内

の区域のう ち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、 原

町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、

原町区馬場字薬師岳、 原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内

国有林磐城森林管理署２ ０ ０ ４ 林班から ２ ０ ８ ７ 林班ま で、 ２ ０ ８ ８ 林班の

一部、２ ０ ８ ９ 林班から ２ ０ ９ １ 林班ま で、２ ０ ９ ５ 林班から ２ ０ ９ ９ 林班ま

で及び２ １ ３ ０ 林班の区域を除く 。）、 福島市（ 旧福島市（ 渡利、 小倉寺及び南

向台を除く 。）、 旧平田村、 旧庭塚村、 旧野田村、 旧余目村、 旧下川崎村、 旧松

川町、 旧金谷川村、 旧水原村及び旧立子山村の区域に限る 。）、 伊達市（ 旧月舘

町（ 月舘町月舘（ 関ノ 下、 松橋川原、 川向及び舘ノ 腰に限る 。） 及び月舘町御

代田（ 北、 東、 西及び新堀ノ 内に限る 。） に限る 。）、 旧掛田町（ 霊山町山野川

に限る 。）、 旧柱沢村（ 保原町所沢（ 明夫内田、 久保田、 田仲内、 西郡山、 菅ノ

町、 河原田、 東深町、 西深町及び東田に限る 。） 及び保原町柱田（ 挟田、 平、

宮ノ 内、 前田、 稲荷妻、 砂子下及び根岸に限る 。） に限る 。）、 旧堰本村（ 梁川

町大関（ 寺脇、 清水、 清水沢、 松平、 久保、 棚塚、 里ク キ、 山ノ 口、 宝木沢、

笠石及び上ノ 台を除く 。）、 梁川町新田及び梁川町細谷に限る 。）、 旧石戸村、 旧

上保原村、 旧霊山村、 旧小手村及び旧富野村（ 梁川町八幡に限る 。） の区域に

限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村（ 渋川及び米沢に限る 。）、 旧岳下村、 旧小浜町、

旧塩沢村、 旧木幡村、 旧戸沢村、 旧石井村、 旧新殿村、 旧太田村（ 岩代町） 及

び旧太田村（ 東和町） の区域に限る 。）、 本宮市（ 旧白岩村、 旧和木沢村（ 白沢

村） 及び旧本宮町の区域に限る 。）、 桑折町（ 旧半田村及び旧睦合村の区域に限

る 。）、 国見町（ 旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る 。）、 郡山市（ 旧富久山町

の区域に限る 。）、 須賀川市（ 旧西袋村の区域に限る 。）、 いわき 市（ 旧山田村の

区域に限る 。）、 川俣町（ 旧飯坂村の区域に限る 。）、 三春町（ 旧沢石村の区域に

限る 。） 及び大玉村（ 旧玉井村の区域に限る 。） において産出さ れた平成２ ４ 年

産の米について、当分の間、出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。ただし 、貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる

平成２ ４ 年産の米については、 こ の限り でない。  

 

１ １ ． 福島県福島市（ 旧福島市、 旧小国村、 旧立子山村、 旧松川町、 旧水原村、

旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る 。）、郡山市（ 旧富久山町の区域に限る 。）、



 

 

いわき 市（ 旧山田村の区域に限る 。）、 須賀川市（ 旧西袋村の区域に限る 。）、 相

馬市（ 旧玉野村の区域に限る 。）、 二本松市（ 旧渋川村の区域に限る 。）、 田村市

（ 都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、

常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署２ ５ １ 林班の一部、 ２ ５ ２ 林班、

２ ５ ３ 林班の一部、２ ５ ８ 林班から ２ ７ ０ 林班ま で、２ ８ ３ 林班から ３ ０ ０ 林

班ま で及び３ ０ １ 林班から ３ ０ ３ 林班ま での一部の区域に限る 。）、 南相馬市

（ 小高区、 原町区（ 片倉（ 字行津の区域に限る 。）、 馬場（ 字五台山、 字横川及

び字薬師岳の区域に限る 。）、 高倉（ 字助常、 字吹屋峠、 字七曲、 字森及び字枯

木森の区域に限る 。）、 雫（ 字袖原の区域に限る 。）、 小浜（ 字間形沢を 除く 区域

に限る 。）、 下江井、 小沢、 堤谷、 江井、 米々沢、 小木廹、 鶴谷、 大甕（ 字田堤、

字森合、 字森合東及び字観音前の区域に限る 。）、 高（ 字町田、 字北ノ 内、 字山

梨、 字高田、 字北川原、 字権現壇、 字原、 字鍛冶内、 字舘ノ 内、 字弥勒堂、 字

薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る 。）

及び大原（ 字和田城の区域に限る 。） の区域に限る 。） 並びに市内国有林磐城森

林管理署２ ０ ０ ４ 林班から ２ ０ ８ ７ 林班ま で、２ ０ ８ ８ 林班の一部、２ ０ ８ ９

林班から ２ １ ０ ２ 林班ま で、 ２ １ ０ ４ 林班から ２ １ ０ ９ 林班ま で及び２ １ ３

０ 林班を 除く 区域に限る 。）、 伊達市（ 旧堰本村、 旧柱沢村、 旧富成村、 旧掛田

町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る 。）、本宮市（ 旧白岩村の区域に限る 。）、

川俣町（ 山木屋並びに町内国有林福島森林管理署１ ６ １ 林班から １ ６ ５ 林班

ま で及び１ ６ ７ 林班の区域に限る 。）、 大玉村（ 旧玉井村の区域に限る 。）、広野

町、 楢葉町、 川内村及び飯舘村（ 長泥並びに村内国有林磐城森林管理署２ ３ ０

４ 林班、 ２ ３ ０ ５ 林班及び２ ３ １ ０ 林班から ２ ３ １ ２ 林班ま でを 除く 区域に

限る 。） において産出さ れる ２ ５ 年産の米について、 貴県の定める 管理計画に

基づき 管理する こ と と し 、 同管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ２ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域を 除く 区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け指示によ り 設定

さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、楢葉町、富岡町（ 平

成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限

る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成２ ４ 年３ 月３

０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限

る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を



 

 

除く 区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ

れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ６ 年産の米につ

いて、貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を差し 控える よ う 、関係自

治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ３ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 楢

葉町、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を

除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７

日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成

２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除

準備区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰

還困難区域を除く 区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ７

年産の米について、 貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控え

る よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 楢

葉町、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を

除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７

日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成

２ ６ 年９ 月１ ２ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解除準備区域に限る 。）、

葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く

区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ８ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ５ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制



 

 

限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、 富

岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区

域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設

定さ れた帰還困難区域を除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け

指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、川内村（ 平成２ ６ 年

９ 月１ ２ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解除準備区域に限る 。）、 葛尾

村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域

に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ２ ９ 年産の米について、 貴

県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の

長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ６ ．福島県川俣町（ 平成２ ５ 年８ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた居住制限区

域及び避難指示解除準備区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １

月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。）、 双葉

町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域を 除く 区域

に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ３ ０ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ７ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定

さ れた帰還困難区域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる ３ １ 年産の米に

ついて、貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、関係

自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

１ ８ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 令和２ 年３ 月５ 日に立入規制が緩和さ れた区域を除く 。） を 除く 区域

に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域を 除く 区域に限る 。） において産出さ れる 令和２ 年産の米について、 貴県の

定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及

び関係事業者等に要請する こ と 。  



 

 

 

１ ９ ．福島県大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を除く 。）

を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を

除く 。） を 除く 区域に限る 。）、 葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特

定復興再生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和３ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ０ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。）

を 除く 区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を

除く 。） を 除く 区域に限る 。）、 浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた

特定復興再生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和４ 年産の米について、

貴県の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体

の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ １ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示

解除準備区域及び平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区

域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） を

除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和５ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ２ ．福島県富岡町（ 平成３ ０ 年３ 月９ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示



 

 

解除準備区域及び平成２ ９ 年１ １ 月１ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区

域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難

区域（ 平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域を 除く 。） を

除く 区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、葛尾村（ 平成３ ０ 年５ 月１ １ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再

生拠点区域に限る 。） において産出さ れる 令和６ 年産の米について、 貴県の定

める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ３ ．福島県双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた避難指示解

除準備区域及び平成２ ９ 年９ 月１ ５ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。）、浪江町（ 平成２ ９ 年１ ２ 月２ ２ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域

に限る 。）、飯舘村（ 平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日に認定さ れた特定復興再生拠点区域

に限る 。） において産出さ れる 令和７ 年産及び令和８ 年産の米について、 貴県

の定める 管理計画に基づかない米の出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長

及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ４ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域に限る 。）、富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域に限る 。）、 大熊町、 双葉町、 浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示に

よ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示

によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日

付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において産出さ れた原乳に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。  

 

２ ５ ．福島県飯舘村において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 摂取を 差し 控える よ う 、 関係自

治体の長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。  

 

２ ６ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 南相馬市、 田村市（ 福島第一

原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域に限る 。）、川俣町、浪江町、

双葉町、 大熊町、 富岡町、 楢葉町、 広野町、 飯舘村、 葛尾村及び川内村（ 東京

電力株式会社福島第一原子力発電所から 半径２ ０ キロ メ ート ル圏内の区域に

限る 。） において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を用いて栽培さ れた



 

 

も のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長

及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

２ ７ ．福島県相馬市において産出さ れたし いたけ（ 露地において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を

差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、

貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる し いたけについては、 こ の限り で

はない。  

 

２ ８ ．福島県伊達市において産出さ れたし いたけ（ 施設において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を

差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、

貴県の定める 管理計画に基づき 管理さ れる し いたけについては、 こ の限り で

はない。  

 

２ ９ ．福島県川俣町において産出さ れたし いたけ（ 施設において原木を 用いて栽

培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自

治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

３ ０ ．福島県相馬市及びいわき 市において産出さ れたなめこ（ 露地において原木

を 用いて栽培さ れたも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

３ １ ． 福島県南相馬市、いわき 市及び棚倉町において採取さ れたき のこ 類（ 野生

のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係自治体の

長、 関係事業者及び住民等に要請する こ と 。 ただし 、 貴県の定める 出荷・ 検査

方針に基づき 管理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 むき たけ、 く り たけ及

びま いたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ２ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 喜多方市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 国見町、 川俣町、

鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、

塙町、 磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 広野町、 楢葉町、 富岡町、 大熊町、 双

葉町、 浪江町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 玉川村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、

中島村、 鮫川村、 北塩原村、 川内村、 葛尾村及び飯舘村において採取さ れたき

のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、



 

 

関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 貴県の定める 出

荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 むき たけ、 く

り たけ及びま いたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ３ ． 福島県会津若松市において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。） に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。 ただし 、 むき たけ、 く り たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査

方針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なめこ 、なら たけ及びま いたけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ４ ． 福島県下郷町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要

請する こ と 。ただし 、むき たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方針に基づき 管

理さ れる ま つたけ、 なめこ 、 なら たけ、 く り たけ及びま いたけについては、 こ

の限り ではない。  

 

３ ５ ． 福島県西会津町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につ

いて、当分の間、出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。 ただし 、 ま いたけ、 なめこ 、 むき たけ、 く り たけ並びに貴県の

定める 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる ま つたけ及びなら たけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ６ ． 福島県会津美里町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） に

ついて、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等

に要請する こ と 。 ただし 、 なめこ 、 むき たけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方

針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なら たけ、く り たけ及びま いたけについては、

こ の限り ではない。  

 

３ ７ ． 福島県只見町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要

請する こ と 。ただし 、なら たけ、ぶなはり たけ、なめこ 、むき たけ、く り たけ、

ま いたけ及びま つたけについては、 こ の限り ではない。  

 

３ ８ ． 福島県柳津町及び三島町において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限

る 。 ） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 ま いたけ並びに貴県の定める 出荷・ 検査方



 

 

針に基づき 管理さ れる ま つたけ、なめこ 、 なら たけ、 むき たけ及びく り たけに

ついては、 こ の限り ではない。  

 

３ ９ ． 福島県昭和村において採取さ れたき のこ 類（ 野生のも のに限る 。 ） につい

て、 当分の間、出荷を差し 控える よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要

請する こ と 。 ただし 、 むき たけ、 ま いたけ、 く り たけ、 なめこ 並びに貴県の定

める 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる ま つたけ及びなら たけについては、こ

の限り ではない。  

 

４ ０ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 川俣町、 三春町、 広野町、 楢

葉町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 西郷村、 川内村及び葛尾村において産出さ れ

たたけのこ について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及

び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ １ ．福島県伊達市において産出さ れたわさ び（ 畑において栽培さ れたも のに限

る 。 以下本項において同じ 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 貴県の定める 管

理計画に基づき 管理さ れる わさ びについては、 こ の限り ではない。  

 

４ ２ ． 福島県川俣町（ 山木屋の区域に限る 。） において産出さ れたわさ び（ 畑に

おいて栽培さ れたも のに限る 。）について、当分の間、出荷を差し 控える よ う 、

関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ３ ． 福島県須賀川市、 相馬市、 広野町、 楢葉町及び葛尾村において産出さ れた

う ど（ 野生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関

係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ４ ． 福島県国見町において産出さ れたう わばみそう （ 野生のも のに限る 。 ） に

ついて、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者

等に要請する こ と 。  

 
４ ５ ． 福島県伊達市、 郡山市、 相馬市、 桑折町、 国見町、 川俣町、 三春町、 広野

町、 楢葉町及び葛尾村において産出さ れたく さ そてつについて、 当分の間、

出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 



 

 

４ ６ ． 福島県福島市、 二本松市、 南相馬市及び大玉村において産出さ れたく さ そ

てつ（ 野生のも のに限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関

係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ７ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 会津若松市、 喜多方市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 国見

町、 川俣町、 鏡石町、 石川町、 浅川町、 古殿町、 三春町、 小野町、 矢吹町、 棚

倉町、 矢祭町、 塙町、 磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 柳津町、 三島町、 金山

町、 会津美里町、 下郷町、 南会津町、 広野町、 新地町、 大玉村、 天栄村、 玉川

村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、 中島村、 鮫川村、 北塩原村、 昭和村、 川内村及

び葛尾村において産出さ れたこ し あぶら について、 当分の間、 出荷を 差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ８ ．福島県西会津町及び只見町において産出さ れたこ し あぶら（ 野生のも のに

限る 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関

係事業者等に要請する こ と 。  

 

４ ９ ． 福島県二本松市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、 相馬市、 南相馬市、 いわき

市、 川俣町、 楢葉町、 川内村及び葛尾村において産出さ れたぜんま いについ

て、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。  

 

５ ０ ． 福島県広野町及び大玉村において産出さ れたぜんま い（ 野生のも のに限

る 。） について、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係

事業者等に要請する こ と 。  

 

５ １ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 相馬市、 南相馬市、 いわき 市、 桑折町、 川俣町、 鏡石町、 古殿町、 塙

町、猪苗代町、広野町、新地町、大玉村、北塩原村、西郷村、泉崎村、鮫川村、

川内村及び葛尾村において産出さ れたたら のめ（ 野生のも のに限る 。） につい

て、 当分の間、 出荷を差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に

要請する こ と 。  

 
５ ２ ． 福島県葛尾村において産出さ れたふき について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 



 

 

５ ３ ． 福島県楢葉町において産出さ れたふき（ 野生のも のに限る 。 ） について、

当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請

する こ と 。  

 
５ ４ ． 福島県福島市、 伊達市、 本宮市、 相馬市、 南相馬市、 桑折町、 国見町、 広

野町、楢葉町及び葛尾村において産出さ れたふき のと う（ 野生のも のに限る 。）

について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業

者等に要請する こ と 。  

 

５ ５ ． 福島県南相馬市、 川俣町、 楢葉町、 鮫川村及び葛尾村において産出さ れた

わら びについて、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び関

係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ６ ． 福島県福島市、 二本松市、 いわき 市、 伊達市及び広野町において産出さ れ

たわら び（ 野生のも のに限る 。 ） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ

う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ７ ． 真野川（ 支流を含む。） 及び新田川（ 支流を 含む。） において採捕さ れたあ

ゆ（ 養殖によ り 生産さ れたも のを 除く 。） について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ８ ． 福島県内の阿武隈川のう ち信夫ダムの下流（ 支流を 含む。 ） において採捕

さ れたいわな（ 養殖によ り 生産さ れたも のを 除く 。） について、 当分の間、 出

荷を 差し 控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

５ ９ ． 真野川（ 支流を含む。 ） において採捕さ れたう ぐ いについて、 当分の間、

出荷を差し 控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ０ ． 真野川（ 支流を 含む。） において採捕さ れたふな（ 養殖によ り 生産さ れた

も のを除く 。） について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係事業者等に

要請する こ と 。  

 

６ １ ． 新田川（ 支流を含む。 ） において採捕さ れたやま め（ 養殖によ り 生産さ れ

たも のを 除く 。 ） について、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係事業者及

び住民等に要請する こ と 。  

 



 

 

６ ２ ．太田川（ 支流を含む。） 、新田川（ 支流を含む。） 、真野川（ 支流を 含む。）

並びに福島県内の阿武隈川（ 支流を 含む。 ） において採捕さ れたやま め（ 養殖

によ り 生産さ れたも のを除く 。）について、当分の間、出荷を差し 控える よ う 、

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ３ ．福島県南相馬市（ 平成２ ４ 年３ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困

難区域に限る 。） において飼養さ れている 牛について、 当分の間、 県外への移

動（ １ ２ 月齢未満の牛を 除く 。 ） 及びと 畜場への出荷を 差し 控える よ う 、 関係

事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ４ ．福島県富岡町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還困難区

域に限る 。）、大熊町（ 平成２ ４ 年１ １ 月３ ０ 日付け指示によ り 設定さ れた帰還

困難区域に限る 。）、双葉町（ 平成２ ５ 年５ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた帰

還困難区域に限る 。）、浪江町（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れた

帰還困難区域に限る 。）、葛尾村（ 平成２ ５ 年３ 月７ 日付け指示によ り 設定さ れ

た帰還困難区域に限る 。） 及び飯舘村（ 平成２ ４ 年６ 月１ ５ 日付け指示によ り

設定さ れた帰還困難区域に限る 。） において飼養さ れている 牛について、 当分

の間、 県外への移動（ １ ２ 月齢未満の牛を除く 。 ） 及びと 畜場への出荷を 差し

控える よ う 、 関係事業者等に要請する こ と 。 ただし 、 富岡町（ 平成30年３ 月９

日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 大熊町（ 平成

29年11月10日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 双

葉町（ 平成29年９ 月15日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生拠点区域に

限る 。 ） 、 浪江町（ 平成29年12月22日付け認定によ り 設定さ れた特定復興再生

拠点区域に限る 。 ） 、 葛尾村（ 平成30年５ 月11日付け認定によ り 設定さ れた特

定復興再生拠点区域に限る 。 ） 、 飯舘村（ 平成30年４ 月20日付け認定によ り 設

定さ れた特定復興再生拠点区域に限る 。） において貴県の定める 出荷・ 検査方

針に基づき 管理さ れる 牛については、 こ の限り ではない。  

 

６ ５ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 相馬市、 南相馬市、 桑折町、

国見町、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、

大玉村、 川内村、 葛尾村及び飯舘村において捕獲さ れたいのし し の肉につい

て、 当分の間、 摂取を差し 控える よ う 、 関係自治体の長、 関係事業者及び住民

等に要請する こ と 。  

 

６ ６ ． 貴県において捕獲さ れたいのし し の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  



 

 

 

６ ７ ． 貴県において捕獲さ れたかる がも の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ８ ． 貴県において捕獲さ れたき じ の肉について、 当分の間、出荷を差し 控える

よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

６ ９ ． 福島県福島市、 二本松市、 伊達市、 本宮市、 郡山市、 須賀川市、 田村市、

白河市、 会津若松市、 喜多方市、 桑折町、 国見町、 川俣町、 鏡石町、 石川町、

浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、

磐梯町、 猪苗代町、 会津坂下町、 柳津町、 三島町、 金山町、 会津美里町、 下郷

町、 只見町、 南会津町、 大玉村、 天栄村、 玉川村、 平田村、 西郷村、 泉崎村、

中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲さ れた

く ま の肉について、 当分の間、 出荷を 差し 控える よ う 、 関係自治体の長及び

関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ０ ． 貴県において捕獲さ れたのう さ ぎの肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ １ ． 貴県において捕獲さ れたやま ど り の肉について、 当分の間、 出荷を差し 控

える よ う 、 関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。  

 

７ ２ ． 貴県において捕獲さ れたし かの肉について、 当分の間、出荷を差し 控える

よ う 、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する こ と 。ただし 、貴県の定め

る 出荷・ 検査方針に基づき 管理さ れる し かの肉については、こ の限り ではない。 

 


